
2 0 1 4 年 11 月2 0 1 4 年 11 月11 10

広 報 ほ う き 広 報 ほ う き

　幼児期の教育や保育、地域の子育て支援を量の拡充と質の向上の両面から総合的に推進する「子ども・子育て
新制度」が、平成 27 年 4 月 1 日から始まります。

幼児期の教育・保育を「個人への給付」として保障
　幼児教育と保育を、個人の権利として保障する観点から、幼稚園・保育所などの施設などを利用した場合、共通
の仕組みで給付が受けられます。ただし、公費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者への直接的
な給付ではなく、町から施設などへ支払う仕組みとなっています。町は、子育て家庭を支援するため、地域のニー
ズに応じた多様な子ども・子育て支援を充実させます。

内容は?

　幼稚園、保育所、認定こども園の施設と、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育などの事業が対象です（新
制度へ移行しない幼稚園は、事業の対象になりません）。

対象となる施設・事業は？

【問い合わせ先】 福祉課　福祉支援室　☎68－5534

子どもや子育て家庭にとって変更になることは？

 ・保育料は、町民税の所得割額に応じて決まります。 ※源泉徴収票の提出が不要となります。
　4月～8月分は前年度の町民税所得割額、9月～翌年3月分は当年度分の町民税所得割額により決定します。
 ・町外の新制度へ移行する幼稚園を利用される方の利用料も、市町村の保育料の金額となります(バス代などにつ

いて実費徴収される場合があります)。※新制度へ移行しない幼稚園は、従来どおり幼稚園が定める利用料です。
 ・具体的な保育料と徴収区分は、平成26年度末までに定めます。

◆保育所保育料算定基準と基準額が変わります

子ども・子育て支援新制度 平成27年４月スタート子ども・子育て支援新制度 平成27年４月スタート

　保育を利用できる時間が、保育を必要とする理由によって２種類に分かれます。
◆保育の必要量に応じた利用時間を設定します

　幼稚園や保育所などの利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。
通常、保育所利用申込みの際に合せて申請いただき、町から支給認定証を交付します。

◆利用手続きが変わります

満3歳以上の就学前の子どもで教育を希望する場合

満3歳以上の就学前の子どもで保育を必要とする場合

満3歳未満の就学前の子どもで保育を必要とする場合

1号認定

2号認定

3号認定

支給認定区分 対象になる子ども 利用できる主な施設・事業
幼稚園、認定こども園（教育部分）

保育所、認定こども園（保育部分）

保育所、認定こども園（保育部分）
地域型保育

支
給
認
定
の
種
類

※利用時間は、施設によって異なります。

保育開始時間 保育終了時間
利用可能な保育時間（8時間） 時間外保育（有料） 延長保育（有料）

保育開始時間 保育終了時間
利用可能な保育時間（11時間） 延長保育（有料）平

日
の
例

【保育標準時間】

【保育短時間】

認定区分保育できない事情
保育標準時間
保育短時間
必要時間による

就労（月120時間以上）、妊娠・出産前後８週間、災害復旧、虐待・DV
就労（月48時間以上～120時間未満）、継続的な求職活動、入所中の子が居る場合の育児休業中の継続利用
就学、病気・障がい、病人の看護など、その他

保育が必要な場合の状態と認定区分など
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平成27年度放課後児童クラブ利用者を募集します

　保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童に対し、授業終了後に適切な遊び、
生活の場を提供します。

【問い合わせ先】 
福祉課　福祉支援室　☎68－5534

開所日および開所時間
月～金曜日 放課後～18:00
(学校給食がない場合は弁当が必要)
土曜日・長期休業中 8:00～18:00
(弁当が必要)
※日曜日・祝日・年末年始は閉所します。開設場所と定員

クラブ名 場　所
岸本放課後児童クラブ
溝口放課後児童クラブ
八郷放課後児童クラブ

岸本小学校敷地内
伯耆町青年の家内
旧あさひ保育所

定　員
60名
35名
20名

利用できる児童
　小学生で、その保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童(平成27年度から6年生まで拡大します)
利 用 料　月額3,000円(保険料が別途必要です)
応募方法　申請用紙に必要事項を記入し、提出してください。
募集期間　11月4日(火)～11月25日(火)
提 出 先　福祉課または分庁総合窓口課
※申請用紙は、提出先にあります。
※同居している65歳未満で働いている方の就労証明などが必要です。

平成27年4月の新規入所児童を募集します

入所できる児童
　児童の保護者（同居の親族及びその他の
同居者を含む）のいずれもが仕事・病気・出
産・病人の看護などのため、日中家庭で保育
ができない児童

保 育 料　町民税所得割額により、新年度に決定します。
応募方法　申請用紙に必要事項を記入し、提出してください。
募集期間　11月4日（火）～11月25日（火）
提 出 先　福祉課（家庭状況の聞き取りをします）
申請用紙　福祉課、分庁総合窓口課、各保育所にあります。

【問い合わせ先】 福祉課　福祉支援室　☎68－5534

保育所の概要

月～金曜日区  分 土曜日区  分
保育所名 定  員 受入年齢

二部保育所　
62-7179

長時間
短時間

7：30～18：30
8：00～16：0030人 １歳～ 長時間

短時間 7：30～12：30

溝口保育所
62-1317 100人 生後

３ヶ月～
長時間

短時間

7：30～19：00(※1)
（乳児は、18：00まで）
8：00～16：00

長時間

短時間

7：30～18：30
（乳児は、12：30まで）
8：00～16：00

あさひ保育所
68-2076

長時間
短時間

7：30～18：30
8：00～16：0045人 １歳～ 長時間

短時間 7：30～12：30

こしき保育所
68-2122

長時間

短時間

7：30～19：00(※1)
（乳児は、18：00まで）
8：00～16：00

140人 生後
３ヶ月～

長時間

短時間

7：30～18：30
（乳児は、12：30まで）
8：00～16：00

ふたば保育所
68-2078

長時間
短時間

7：30～19：00(※1)
8：00～16：0090人 １歳～ 長時間

短時間
7：30～18：30
8：00～16：00

開所時間

※１  延長保育（月～金の19：00まで）には、保育料とは別に延長保育料が必要です（実施保育所：ふたば・こしき・溝口保育所）。
・保育短時間認定の方が、保育時間を越えて利用される場合、別途時間外保育料がかかります。延長保育も利用できます。
・乳児（０歳児）は、保育時間が異なります。
・定員は、継続児を含みます
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